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(54)【発明の名称】 無拘束型生命監視装置

(57)【要約】
【課題】  極低出生体重児の生体情報をその動作を無拘
束の状態で測定できる装置を提供する。乳幼児等の状態
をリアルタイムにて監視し、緊急通報する装置を提供す
る。
【解決手段】  乳幼児を導電性繊維のシーツ上に載せ、
その動作を無拘束とした状態で乳幼児から発する電気ま
たはその電位の時間的変化さらにその体温を計測する。
この検出結果に基づいて心拍数、呼吸数を算出する。こ
れらの心拍数、呼吸数および体温に基づいて、その乳幼
児の生命維持についての異常状態にあるか否かを判定す
る。この異常状態にあるときはこれをＮＩＣＵなどに報
知する。また、体動についても計測し判断の資料とす
る。計測する電極などは平面的に広がりを持つため、乳
幼児が動いても確実に計測できる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  生体の動作を無拘束とした状態でこの生
体が発する生命維持に関する基礎的な情報を計測する計
測手段と、
この基礎的な情報に基づいて生体が生命維持に関して異
常状態にあるか否かを判定する判定手段と、
上記判定の結果生体が異常状態にあるときこれを報知す
る報知手段とを含む無拘束型生命監視装置であって、
上記計測手段は、その上に生体を載置する平面状部材を
有する無拘束型生命監視装置。
【請求項２】  生体の動作を無拘束とした状態でこの生
体から発する電気または生体の電位の時間的変化を計測
する生体電気計測手段と、
この生体電気計測手段の検出結果に基づいて生体の心拍
数を算出する心拍数算出手段と、
生体の動作を無拘束とした状態で生体の体温を計測する
体温計測手段と、
これらの手段により得られた心拍数および体温に基づい
てその生体が生命維持についての異常状態にあるか否か
を判定する判定手段と、
生体がこの異常状態にある場合、これを報知する報知手
段とを備えた無拘束型生命監視装置であって、
上記生体電気計測手段は、導電性の繊維を用いた平面状
部材を有し、この平面状部材の上に上記生体が載置され
る無拘束型生命監視装置。
【請求項３】  生体の動作を無拘束とした状態でこの生
体から発する電気または生体の電位の時間的変化を計測
する生体電気計測手段と、
この生体電気計測手段の検出結果に基づいて生体の心拍
数を算出する心拍数算出手段と、
この生体電気計測手段の検出結果に基づいて生体の呼吸
数を算出する呼吸数算出手段と、
生体の動作を無拘束とした状態で生体の体温を計測する
体温計測手段と、
これらの手段により得られた心拍数、呼吸数および体温
の情報に基づいてその生体が生命維持についての異常状
態にあるか否かを判定する判定手段と、
生体がこの異常状態にある場合、これを報知する報知手
段とを備えた無拘束型生命監視装置であって、
上記生体電気計測手段は、導電性の繊維を用いた平面状
部材を有し、この平面状部材の上に上記生体が載置され
る無拘束型生命監視装置。
【請求項４】  上記平面状部材は布製のシーツであっ
て、複数の電極が平面的に互いに離間して設けられてい
る請求項１～請求項３のいずれか１項に記載の無拘束型
生命監視装置。
【請求項５】  上記体温計測手段は、上記平面状部材が
形成する平面においてフィルム状センサーを複数個並べ
て構成した請求項２～請求項４のいずれか１項に記載の
無拘束型生命監視装置。 *
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*【請求項６】  上記心拍数算出手段は、上記生体電気計
測手段の検出結果により生体の心電図を得るとともに、
この心電図に基づいて心拍数を算出する請求項２または
請求項３に記載の無拘束型生命監視装置。
【請求項７】  上記生体電気計測手段の検出結果により
生体の心電図を得るとともに、上記呼吸数算出手段はこ
の心電図に基づいて呼吸数を算出する請求項３に記載の
無拘束型生命監視装置。
【請求項８】  上記心電図により生体の体動を検出し、
この検出結果に基づいて上記判定手段は異常状態を判定
する請求項６または請求項７に記載の無拘束型生命監視
装置。
【請求項９】  上記報知手段は、上記生体電気計測手段
から離間した場所に配設され、生体が異常状態にあるこ
とをランプまたは音声で表示する報知部材を有する請求
項１～請求項８のいずれか１項に記載の無拘束型生命監
視装置。
【請求項１０】  上記生体は新生児を含む乳幼児である
請求項１～請求項９のいずれか１項に記載の無拘束型生
命監視装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は無拘束型生命監視
装置、特に低出生体重児（未熟児）および小動物につい
ての生体の生命維持に関する情報を検出し異常状態を監
視する無拘束型生命監視装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】わが国において、人口の高齢化に加えて
出生数の低下は深刻な社会問題となっている。その少子
化の時代において新生児を含んだ乳幼児（以下、単に乳
幼児ということがある）の健康管理は優先的課題であ
る。この乳幼児の主な死亡原因となっているのが乳幼児
突然死症候群（Ｓｕｄｄｅｎ  Ｉｎｆａｎｔ  Ｄｅａｔ
ｈＳｙｎｄｒｏｍｅ；ＳＩＤＳ）である。ＳＩＤＳはそ
の多くは生後１２ヶ月未満、特に２～６ヶ月以内に起き
るといわれている。原因は不明である。ＳＩＤＳ頻度は
日本では乳幼児２０００人に１人である。欧米では乳幼
児の死亡原因の第一位を占めている。現在、ＳＩＤＳの
確実な予防法が確立されていない。その予防法として早
期に異常を発見し、警鐘する生命監視装置の重要性が指
摘されている。
【０００３】このような生命監視に関する装置として
は、現在、一般家庭向けに、生体振動の中から抽出でき
る呼吸を、歪みゲージや圧力センサーにより間接的に計
測するものが市販されている（ＨＩＳＥＮＳＥ社の「Ｂ
ａｂｙ  Ｓｅｎｓｅ」）。しかしながら、この装置で
は、身体の物理的動作を計測しているのみで、心電図や
体温などの生体自体から発する重要な情報の取得は困難
であった。つまり、振動の有無のみをモニタリングして
いる。そのため、心拍数や呼吸数等の生体監視に不可欠
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な情報の計測は不可能であった。また、微弱な振動を検
知しているため、周囲の振動にも反応してしまい、それ
による誤動作も発生する可能性があった。また、この装
置の最大の欠点は、生体に関わる振動を歪みゲージや圧
力センサーによりモニタリングしているため、体重が１
５００グラム以下の極低出生体重児や１０００グラム以
下の超低出生体重児の場合は監視することができないこ
とにあった。さらに、この装置では板状の圧力センサー
を用いているため、乳幼児の体型にフィットすることが
できない。その結果、特に低出生体重児、極低出生体重
児、超低出生体重児のように体型が固まっていない場合
には、不具合が生じるおそれがある。
【０００４】そして、乳幼児の生体情報をモニタリング
するものとして、ＳＥＮＳＡＴＥＸ社より「Ｓｍａｒｔ
  Ｓｈｉｒｔ」が提案されている（米国特許第６１４５
５５１号明細書参照）。これは、粗い繊維素材で編んだ
シャツにセンサーまたはプローブを取り付けたものであ
る。このシャツを乳幼児に着せ、センサーにより心拍、
呼吸、体温などを検出する。このセンサーまたはプロー
ブは繊維素材に編み込んだ光ファイバ（信号線）を介し
てプロセッサに接続されている。しかしながら、このも
のには、以下のような欠点が存在した。
１．乳幼児の皮膚の色、呼吸による身体の動きを観察す
るなど、その容態を総合的に判断するためには、衣服は
邪魔になる。このため、インキュベータ内ではこのよう
な衣服（シャツ）を着用させることができない。
２．インキュベータ内では温度、湿度が完全に制御され
ている。このため、衣服を着用しているとかえって患者
の体温管理が困難になる。そのため、衣服を着用させる
ことができない。
３．このシャツでは、ＥＣＧ（心電図、心拍）、呼吸、
体温は計測することができる。しかし、血中酸素量や血
中二酸化炭素量は計測することができない。そのため、
このシャツを着用させた状態では、これを計測するため
のプローブを装着させるのに支障がでる。
４．さらに、衣服を着用した乳幼児を仰向けからうつ伏
せに寝かせる場合、そのプローブ位置によっては身体・
皮膚へ影響を及ぼすおそれがある。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】また、新生児集中治療
室（Ｎｅｏｎａｔａｌ  Ｉｎｔｅｎｓｉｖｅ  Ｃａｒｅ
Ｕｎｉｔ；ＮＩＣＵ）においては、無呼吸・徐脈・低体
温などを早期に発見するため、呼吸・心電図・体温を常
時監視する必要がある。ところが、ＮＩＣＵに設備され
た従来の装置では、長時間にわたって電極やプローブ等
をその身体に直接に装着しなければならず、その乳幼児
（新生児を含む）の動作を阻害していた。しかも、高価
な心電図モニタ、呼吸モニタなどが必要とされる。ま
た、早産や妊娠中毒症などによる極低出生体重児、超低
出生体重児については、皮膚が脆弱なためにプローブさ
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えも装着不能な状況が多々あった。さらに、その体温の
計測に関しては看護婦が体温計（腋窩温、耳の鼓膜温ま
たは直腸温）を用いて計測するしかなかった。さらにま
た、これらの機器（心電図、呼吸、体温、血中酸素量）
はそれぞれが独立して監視されているのみであり、患者
の容態や状況に対してこれらを総合的に管理することが
困難であった。
【０００６】そこで、この発明は、乳幼児、特に２５０
０グラム以下の低出生体重児や小動物の生体情報をその
動作を無拘束の状態で測定することができる無拘束型生
命監視装置を提供することを、目的としている。この発
明は、乳幼児等の基礎的な生体情報（心電図、心拍、呼
吸、体温、体動）を計測し、その状態をリアルタイムに
て監視し、緊急通報する無拘束型生命監視装置を提供す
ることを、その目的としている。この発明は、乳幼児等
の心拍、呼吸、体温などの客観的なデータを取得し、こ
れを総合的に監視することにより、その健康状態や体調
の経時的変化などを把握することができる無拘束型生命
監視装置を提供することを、その目的としている。
【０００７】
【課題を解決するための手段】請求項１に記載の発明
は、生体の動作を無拘束とした状態でこの生体が発する
生命維持に関する基礎的な情報を計測する計測手段と、
この基礎的な情報に基づいて生体が生命維持に関して異
常状態にあるか否かを判定する判定手段と、上記判定の
結果生体が異常状態にあるときこれを報知する報知手段
とを含む無拘束型生命監視装置であって、上記計測手段
は、その上に生体を載置する平面状部材を有する無拘束
型生命監視装置である。
【０００８】請求項２に記載の発明は、生体の動作を無
拘束とした状態でこの生体から発する電気または生体の
電位の時間的変化を計測する生体電気計測手段と、この
生体電気計測手段の検出結果に基づいて生体の心拍数を
算出する心拍数算出手段と、生体の動作を無拘束とした
状態で生体の体温を計測する体温計測手段と、これらの
手段により得られた心拍数および体温に基づいてその生
体が生命維持についての異常状態にあるか否かを判定す
る判定手段と、生体がこの異常状態にある場合、これを
報知する報知手段とを備えた無拘束型生命監視装置であ
って、上記生体電気計測手段は、導電性の繊維を用いた
平面状部材を有し、この平面状部材の上に上記生体が載
置される無拘束型生命監視装置である。
【０００９】請求項３に記載の発明は、生体の動作を無
拘束とした状態でこの生体から発する電気または生体の
電位の時間的変化を計測する生体電気計測手段と、この
生体電気計測手段の検出結果に基づいて生体の心拍数を
算出する心拍数算出手段と、この生体電気計測手段の検
出結果に基づいて生体の呼吸数を算出する呼吸数算出手
段と、生体の動作を無拘束とした状態で生体の体温を計
測する体温計測手段と、これらの手段により得られた心
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拍数、呼吸数および体温の情報に基づいてその生体が生
命維持についての異常状態にあるか否かを判定する判定
手段と、生体がこの異常状態にある場合、これを報知す
る報知手段とを備えた無拘束型生命監視装置であって、
上記生体電気計測手段は、導電性の繊維を用いた平面状
部材を有し、この平面状部材の上に上記生体が載置され
る無拘束型生命監視装置である。
【００１０】請求項４に記載の発明は、上記平面状部材
は布製のシーツであって、複数の電極が平面的に互いに
離間して設けられている請求項１～請求項３のいずれか
１項に記載の無拘束型生命監視装置である。
【００１１】請求項５に記載の発明は、上記体温計測手
段は、上記平面状部材が形成する平面においてフィルム
状センサーを複数個並べて構成した請求項２～請求項４
のいずれか１項に記載の無拘束型生命監視装置である。
【００１２】請求項６に記載の発明は、上記心拍数算出
手段は、上記生体電気計測手段の検出結果により生体の
心電図を得るとともに、この心電図に基づいて心拍数を
算出する請求項２または請求項３に記載の無拘束型生命
監視装置である。
【００１３】請求項７に記載の発明は、上記生体電気計
測手段の検出結果により生体の心電図を得るとともに、
上記呼吸数算出手段はこの心電図に基づいて呼吸数を算
出する請求項３に記載の無拘束型生命監視装置である。
【００１４】請求項８に記載の発明は、上記心電図によ
り生体の体動を検出し、この検出結果に基づいて上記判
定手段は異常状態を判定する請求項６または請求項７に
記載の無拘束型生命監視装置である。
【００１５】請求項９に記載の発明は、上記報知手段
は、上記生体電気計測手段から離間した場所に配設さ
れ、生体が異常状態にあることをランプまたは音声で表
示する報知部材を有する請求項１～請求項８のいずれか
１項に記載の無拘束型生命監視装置である。
【００１６】請求項１０に記載の発明は、上記生体は新
生児を含む乳幼児である請求項１～請求項９のいずれか
１項に記載の無拘束型生命監視装置である。
【００１７】
【作用】請求項１～１０に記載の発明では、生体の動作
を無拘束とした状態で生体の生命維持に関する基礎的な
情報、例えばこの生体から発する電気または生体の電位
の時間的変化を計測手段により計測する。心拍数算出手
段は、この生体電気計測手段の検出結果に基づいて生体
の心拍数を算出する。また、体温計測手段は、生体の動
作を無拘束とした状態で生体の体温を計測する。そし
て、判定手段により、これらの手段により得られた心拍
数および体温の情報に基づいて、その生体の生命維持に
ついての異常状態にあるか否かを判定する。もし、生体
がこの異常状態にあるときはこれを報知手段により報知
する。この場合、導電性の繊維を用いた平面状部材の上
に生体が載置された状態で上記情報は計測される。
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【００１８】請求項３に記載の発明では、平面状部材の
上に生体を載置しておき、生体の動作を無拘束とした状
態とする。そして、この生体から発する電気または生体
の電位の時間的変化を計測するとともに、体温をも計測
する。この計測結果に基づいて生体の心拍数および呼吸
数を算出する。この心拍数、呼吸数および体温に基づい
てその生体の生命維持についての異常状態にあることを
判定し、異常状態にあれば、これを報知する。
【００１９】請求項４に記載の発明では、上記平面状部
材を布製のシーツで構成し、このシーツに複数の電極を
互いに離間して設けたため、生体が動き回っても確実に
その生体情報をモニタリングすることができる。
【００２０】請求項５，６に記載の発明では、心拍数、
呼吸数の算出は、生体電気の計測結果により生体の心電
図を得て、この心電図に基づいて行う。
【００２１】請求項９に記載の発明では、異常状態にあ
ると判定したときは、警報をランプまたは音声で表示す
る。警報を発する報知部材は、生体電気計測手段から離
間した場所に配設される。よって、遠方での監視を行う
ことができる。
【００２２】請求項１０に記載の発明では、新生児を含
む乳幼児（例えば低出生体重児、極低出生体重児、超低
出生体重児）についての生命に関する異常状態を検出
し、警報を発する。
【００２３】
【発明の実施の形態】この発明に係る無拘束型生命監視
装置は、医療現場、特にＮＩＣＵ（新生児集中治療
室）、乳幼児を抱える一般家庭、製薬企業・大学などで
の医薬品開発・研究における動物実験、動物病院での手
術などにおいて使用される。対象とする生体は、乳幼
児、特に低出生体重児（以下、極低出生体重児、超低出
生体重児を含むことがある）および小動物である。図１
は請求項１に係る発明を機能実現手段により示すブロッ
ク図である。この図に示すように、無拘束型生命監視装
置は、計測手段と、判定手段と、報知手段とを有してい
る。計測手段は、平面状部材を有している。また、計測
手段は、生体の動作を無拘束とした状態でこの生体が発
する生命維持に関する基礎的な情報を計測する。そし
て、平面状部材の上には生体（例えば乳幼児）が載置さ
れる。平面状部材は、導電性の繊維を用いたシーツなど
で構成することができる。生命維持に関する基礎的な情
報とは、生体に関しての心拍数、呼吸数、体温などであ
る。判定手段は、この基礎的な情報に基づいて生体が生
命維持に関して異常状態にあるか否かを判定する。報知
手段は、生体が生命維持に関して異常状態にあるとき
は、これを報知する。例えばＮＩＣＵであれば、管理セ
ンターに警報を発する。報知部材をＮＩＣＵに配して有
線または無線で警報、ランプを作動させることもでき
る。図２は、同じく請求項２に係る発明を示している。
この無拘束型生命監視装置は、生体電気計測手段と、心
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7
拍数算出手段と、体温計測手段と、判定手段と、報知手
段とを有している。生体電気計測手段は、生体が載置さ
れる平面状部材を有し、平面状部材は、導電性の繊維を
用いて構成されている。生体電気計測手段は、生体の動
作を無拘束とした状態で、この生体から発する電気また
は生体の電位の時間的変化を計測する。心拍数算出手段
は、この生体電気計測手段の検出結果に基づいて生体の
心拍数を算出する。体温計測手段は、生体の動作を無拘
束とした状態でその生体の体温を計測する。これは、例
えばフィルム状の熱電対、フィルム型サーミスタなどで
構成する。判定手段は、これら心拍数および体温に基づ
いてその生体が生命維持についての異常状態にあるか否
かを判定する。図３は、同じく請求項３に係る発明を示
している。この無拘束型生命監視装置は、生体電気計測
手段と、心拍数算出手段と、呼吸数算出手段と、体温計
測手段と、判定手段と、報知手段とを有している。呼吸
数算出手段は、この生体電気計測手段の検出結果に基づ
いて生体の呼吸数を算出する。判定手段は、心拍数、呼
吸数および体温に基づいてその生体が生命維持について
の異常状態にあるか否かを判定する。なお、平面状部材
をカバーで覆いインキュベータ（保育器）の構造とし、
その内部空間の酸素濃度、炭酸ガス濃度を計測して、こ
の計測情報に基づいて異常状態の判定を行うこともでき
る。
【００２４】以下、一実施例に基づいてこの発明に係る
無拘束型生命監視装置を詳細に説明する。この実施例に
係る無拘束型生命監視装置は、乳幼児向けの装置として
構成している。この装置では、生命監視に係る基礎的な
生体情報（心電図、心拍、呼吸、体温など）を、その被
験者（乳幼児）の動作を無拘束の状態で計測する。ま
た、この被検者の状態をリアルタイムで監視し、その異
常状態時は緊急通報する。以下、この発明に係る無拘束
型生命監視装置の一実施例を図面を参照して説明する。
図４はこの装置の概略構成を示している。図５、図６は
その生体アンプの具体的構成を示している。図４にあっ
て、乳幼児ＩＮＦは矩形平面を有するベッド上に寝かせ
られている。ベッド上面には導電性繊維を編み込んだシ
ーツ１１が配置されている。シーツ１１の中央部には生
体電気用電極布１２，１３が所定距離だけ離間して配置
されている。また、シーツ１１の上でこれらの電極布１
２，１３に近接して体温計測用センサー１４が配設され
ている。体温計測用センサー１４は、後述するように、
フィルム状の熱電対で構成され、ベッドの幅方向に複数
個配置している。生体アンプ１５には上記電極布１２，
１３および体温センサー１４からの信号（電圧）が入力
されており、所定のフィルタ回路を介して、演算結果と
しての信号を状態監視部１６に出力する。状態監視部１
６ではこれらの計測信号が所定限度範囲を外れたか否か
を判別し、その判別結果を監視サーバ１７に出力してい
る。監視サーバ１７は、この出力に基づいて警報を発す
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ることができる。例えばＮＩＣＵにおいて音声や光によ
るアラームを発するように構成することができる（図１
０参照）。
【００２５】差動入力型生体アンプ１５の入力中性端子
は、信号用布帛電極１２，１３の全面に、絶縁を持って
重ねられた別個の布帛電極と単独で接続する。この場合
の単独とは熱伝対などの他のセンサーのアース線などと
共用しないことを表す。これにより、商用周波などの外
来同相雑音を効果的に減衰させることが出来る。中性点
は通常では抵抗性のインピーダンスで信号源（患者）に
接続する。この接続がないと外来雑音が大きく信号が得
にくい。中性点を信号電極と直接に接続しては差動効果
がなくなる。
【００２６】さらに、具体的に説明すると、各電極布１
２，１３は導電性の繊維を用いて形成されている。乳幼
児ＩＮＦの心臓を挟んだ任意の２個所の電極布（例えば
図４の１２，１３）に直接その身体を接触させている。
この場合、２個の電極が身体の２個所に接触していれば
よい。心臓を挟んだ２個所が好ましいが、挟んでいなく
ても、２個の電極が所定距離だけ離れて位置すれば、生
体電気を計測可能である。このように電極布１２，１３
を用いて乳幼児の身体から発する生体電気を計測するこ
とにより、その心電図（心拍）および呼吸を計測する。
生体電気の測定用電極布としては導電性を有するものな
らどのような材料を使用してもよい。例えば、導電性を
有する種々の金属、例えば銅、亜鉛、鉄、銀等をメッキ
した繊維や、導電性の高分子などを用いた繊維などであ
る。銀をメッキした繊維が最も導電性が高く、しかも抗
菌性も備えており、好ましい。特に、乳幼児の微弱な生
体信号を測定するためには、銀などの導電性の高い金属
をメッキした導電性繊維からなる電極布を用いる。具体
的には、ナイロンフィラメントに銀をメッキした布（日
本蚕毛染色社製「サンダーロン」）を用いる。電極布１
２，１３は、図４に示すように、それぞれが直角三角形
状（例えば直交する２辺が２０×１０ｃｍ）であって、
その斜辺同士が例えば１ｃｍ程度の間隔で対向して配置
されている。乳幼児は、これらの電極布１２，１３にま
たがるよう、その上に載置されることとなる。よって、
この配置によれば、乳幼児が寝返りなどをうっても正確
に検出することができる。
【００２７】この電極布１２，１３を介して計測された
電気信号は、生体電気計測用専用アンプ１５により１０
００～３０００倍に増幅される。生体電気計測用アンプ
１５は、心電図を測定するための回路と、呼吸を計測す
るための回路とを備えている。心電図測定回路では、図
５に示すように、まず初段増幅回路として差動アンプ２
１を用いる。差動アンプ２１より出力された信号には、
導電性繊維と身体表面との微弱な接触抵抗の変動や周辺
のノイズなどが増幅され、心電図信号に重畳している。
この状態での信号は、心電図成分より雑音の方が大きな
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9
成分となっている。そこで、差動アンプ２１から出力さ
れた信号では、まず、ドリフト成分が補正回路２２によ
って除去される。その後、遮断周波数を４０Ｈｚとする
２次のバタワースローパスフィルタ２３にかけられる。
このフィルタ２３によって、心電図以外の雑音は減衰さ
れる。雑音が減衰された信号は、安全のために身体と計
測回路とを絶縁するための絶縁アンプ（生体計測用とし
てはアナログデバイセス社製「２８４Ｊ」）２４を用い
て電気的に完全に絶縁し、出力側回路に出力される。な
お、電池駆動の場合は、この「２８４Ｊ」に代えて市販
の絶縁アンプを使用する。さらに、絶縁アンプ２４の出
力信号は、信号から雑音（電源から発する雑音）を遮断
するため、ノッチフィルタ２５（５０Ｈｚまたは６０Ｈ
ｚ）に入力される。ノッチフィルタ２５から出力された
信号は、最終的にはバッファアンプ２６，２７により再
度増幅される。この増幅回路を通過すると、入力側回路
にて減衰された雑音が再び増幅されるため、最終的に遮
断周波数を３０Ｈｚとする４次のチェビシェフローパス
フィルタ２８を介して心電図信号として出力される。図
７はこの実施例に係る心電図波形の一例を示す。
【００２８】呼吸波形は、心電図のＲ波成分の振幅変調
としてモニタリングすることができる。呼吸測定用信号
は、基本的に心電図測定回路と同様の構成で、最終段の
ローパスフィルタ２８のみが省略されている。これは最
終段のローパスフィルタ２８を通すことにより、心電図
としてクリアなＳ／Ｎ比の良い信号が得られる一方、Ｒ
波が鈍ってしまう。この呼吸測定にはＲ波の振幅変調が
明確であった方が好ましいからである。図６には上記バ
ッファアンプ２６，２７からの出力信号について心拍数
を算出する回路および呼吸数を算出するための回路を示
している。すなわち、バッファアンプ２６，２７からの
出力信号について心拍数を算出するため、バンドパスフ
ィルタ３１を介して平均心拍数を得る周波数解析回路３
２と、Ｒ－Ｒ間隔検出回路３３とを有している。Ｒ－Ｒ
間隔検出回路３３は瞬時心拍数を算出する。また、呼吸
数を算出するための周波数解析回路３４は、バンドパス
フィルタ３５を介して上記バッファアンプ２６，２７の
出力信号が入力されている。また、瞬時呼吸数は、ピー
ク間隔検出回路３６により算出される。なお、乳幼児の
体動時、心電図は計測不能になるものの、生体電気計測
装置から得られた信号の振幅を監視することにより体動
を検知することは容易である。この体動を異常状態監視
データの一つとして利用することとする。
【００２９】また、体温の計測には、ベッドの長さ方向
の中間部において、フィルム状熱電対（チノー社製「Ｃ
０６０」）１４をその横方向に複数個並べてベッドシー
ツ１１または寝具に装着して使用する。これにより、ベ
ッドの任意の位置にいる被検者（乳幼児）に対して常に
接触可能になる。この体温（相対値）は、各熱電対から
得られたデータから、その最大値を出力しているセンサ
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ーの値を体温として採用する。また、選択されたセンサ
ーでの測定値を時系列に表示することにより、体動の様
子も観察可能である。なお、この熱電対から得られた体
温は、被検者の衣服もしくはシーツを介して測定する。
この場合、被検者の正確な体温より若干低く表示される
ことが考えられる。そのような状況を考慮して、校正を
おこなう。また、計測開始時に体温計にて被検者の体温
を測定し、測定値を初期値として入力する。この初期値
から温度変化を捕らえることにより、被検者の体温変動
をより正確にモニタリングすることが可能になる。ま
た、体温計測部として、フィルム型サーミスタセンサー
をシーツ下に複数個内蔵することができる。この場合
も、乳幼児の体温の相対値を計測する。
【００３０】上記状態監視部１６はこれらの計測手段に
より得られたデータを解析して、生命の維持に関する異
常事態が発生した場合、直ちにかかりつけの医師、看護
婦（看護士を含む）、看護人または保護者などに通報す
るものである。この状態監視部１６は、例えばＣＰＵ、
ＲＯＭ、ＲＡＭ、Ｉ／Ｏなどを備えたマイクロコンピュ
ータで構成される。さらに、これに付加して、遠隔地に
いる保護者や医師、看護婦などに携帯電話などの遠隔通
信手段を介して、異常通報や現在の状態（心拍数や呼吸
数、体温などの生体情報）を電子メール等にて配信する
ように構成することもできる（図１０参照）。これを用
いれば、院内では、ＮＩＣＵ、新生児室あるいは病室に
おいて、他の計測器、例えば血中酸素濃度、血中二酸化
炭素濃度、インキュベータ（保育器）内温度、インキュ
ベータ内酸素濃度・二酸化炭素濃度などの付随するデー
タなども一括して監視可能になる。さらに、複数台のイ
ンキュベータに対して、監視サーバ１７を介して一括し
て監視することもできる。
【００３１】具体的には、生体（乳幼児）の動作を無拘
束とした状態で、生体をモニタリングした結果の呼吸、
心電図（心拍）、体温より状態監視を行う。さらに、導
電性繊維による生体電気計測特有の体動（寝返り）によ
るアーチファクト（大きな振幅）成分も、体動頻度とし
て監視項目に追加する。各モニタリング装置１２，３
１，１４は、独立して計測を行い、一定周期でデータの
記憶を自動で行う。通常時は、心拍数、呼吸数、体動頻
度、体温を一定間隔で記憶する。また、警報が発生した
場合には、イベントとして記憶しておき、日々の日報に
利用する。体調異常は、複数項目同時に発生する場合も
あり、警報音、警報ランプの色や合成音声などにより、
どの項目に異常が発生したのか医師や看護婦に容易に認
識可能にすることができる。各生体情報計測装置から出
力される信号は、一定時間記憶しておき、異常が発生し
た場合にはその前後数分間分のデータを記憶する機能を
持たせることができる。つまり、通常時は、心拍数、呼
吸数、体動頻度、体温を一定間隔で記憶するが、異常時
においては、心電図データ、呼吸波形、体動波形、体温
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11
を連続波形データとして記憶することで、異常時診断の
支援を図る。さらに、複数台のインキュベータをナース
ステーションなどにおいて集中監視したり、離れた場所
にいる医師・看護婦・両親などに向けて、無線型携帯端
末（携帯電話）等に状態などの情報を転送することも可
能である。
【００３２】なお、乳幼児が電極布に対してごくまれな
金属アレルギーを有する場合や新生児室、病室や家庭な
どにおいて衣服を着用した状態にて監視する場合には以
下の構成とする。すなわち、導電性の繊維を用い、シー
ツを挟んで胸部下に２カ所配置し、キャパシタンスの変
動を検出することにより、呼吸と心拍とを計測する。上
記直接法のように心電図波形を観測することはできない
が、キャパシタンス変動波形の低周波成分からは呼吸、
高周波成分からは心拍をモニタリング可能である。この
方法によれば、導電性繊維に全く触れることなしに、呼
吸数・心拍数のモニタリングが可能になる。この手法の
利点は、衣服を着用した状態でもモニタリング可能であ
るため、集中治療室以外の新生児室や病室、一般家庭向
けとして有効である。
【００３３】以下、状態監視部１６で実行される監視機
能について詳細に説明する。
１．心電図（心拍）監視機能
得られた心電図より、心拍数を監視し、心拍数の正常範
囲から一定時間連続してはずれた場合には警報を発す
る。本実施例の場合、通常５０～１６０［ｂｐｍ：ｂｅ
ａｔ  ｐｅｒ  ｍｉｎｕｔｅ］の範囲を超えた場合に警
報を発する。この閾値はオペレータにより自由に変更可
能とする。また、モニタリングデータは一定周期で記憶
しておき、日々の日報に活用する。さらに、異常事態
（閾値を超えたとき）の前後数分間（２分程度：設定可
能）の心電図を記憶することにより、体調異常時の診断
を支援する。
【００３４】２．呼吸監視機能
呼吸数も患者に合わせて閾値を設定して、正常範囲から
一定時間はずれた場合には警報を発する。一般的には、
呼吸数５～６０［ｒｅｓｐ／ｍｉｎ］内の間で閾値を決
定するが、被験者の状態により可変可能である（低出生
体重児の程度で異なるため）。例えば呼吸が一時的に停
止する無呼吸（この場合中枢性無呼吸）が発生した場合
には、直ちに警報を発生して、かかりつけ医師または看
護人（看護士）を呼び出す。ただし、体動時において
は、計測を除外するが、閉塞性無呼吸の可能性もあるた
め上述したように前後数分間の連続波形データを記憶す
る。
【００３５】３．体動頻度監視機能
体動頻度は、生体電気計測装置のアーチファクト（大き
な振幅）を監視することによって認識することができ
る。生体の体動時においては、生体電気計測部により得
られた信号成分の振幅を求めると、その値が通常の場合
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（体動がない場合）に比較して極端に大きな値になる。
すなわち、通常時においては閾値範囲内に収まっている
振幅が、その範囲を超えた場合に、体動があったものと
判断する。ただし、体動はいったん発生すると数秒間は
持続するのが一般的であるため、いったん体動と判断し
た後は数秒間（１０秒程度：設定可能）は体動判断を行
わない。さらに、設定時間後も連続して体動と判断され
た場合は、１回の体動としてカウントする。これによ
り、連続した体動もひとつの体動として判断することが
できる。さらに、自力で寝返りや声すら出すことができ
ない極低出生体重児または超低出生体重児にとって、体
を揺り動かす細かな動作でさえも、何かの意思表示をし
ている可能性もある。つまり、個々の乳幼児によって異
なるが、日常ある一定の閾値内で体動しているものが、
急激に増加し、または急激に減少する場合には、医師ま
たは看護人に注意を促す。このことで、さらにきめ細か
い看護が可能となる。また、閉塞性無呼吸の場合や何か
の異常事態により、患者（乳幼児）が身体を揺り動かし
ている場合もあるため、一定時間を超えて体動が連続す
る場合にも異常として判断する。以上をまとめると、体
動判断は、生体電気計測装置から得られた信号の振幅を
監視し、その振幅が設定範囲を超えた場合とする。ただ
し、この閾値は通常振幅に対して十分大きな値とする。
また、いったん体動と判断されると、数秒間は同じ体動
として判断する。また、体動頻度が通常に比べて急激な
変動を検出した場合には警報を出力する。また、体動が
一定時間以上持続していると判断された場合にも警報を
発する。
【００３６】４．体温監視機能
体温の監視も、生体の体調を監視する上で重要な項目で
ある。通常、体温は、腋窩もしくは直腸に乳児用の体温
計を用いて看護婦（看護士）などが１時間おき程度に計
測し、これを日誌に記録する。しかし、完全看護を必要
とする低出生体重児、特に極低出生体重児や超低出生体
重児においては、これでは、まだ不十分であり、連続し
た体温監視が求められる。体温を連続監視することによ
り、低体温症や高体温症などの体調異常を早期発見する
ことが目的である。監視は、正常体温域を設定してお
き、一定時間以上この正常体温域からはずれた場合に警
報を発する。この正常体温域は患者（乳幼児など）に合
わせて変更可能であるが、一般的には３５℃～３８℃
（日本成人の平均値は３６．８９℃±０．３４℃と言わ
れている）に設定してある。
【００３７】５．その他の監視機能
無拘束型生体計測装置以外の既存の計測器などから出力
される信号も、本装置に入力することによってよりきめ
細かな監視が可能となる。この機能は任意に付加するこ
とができる。付加によりさらにきめ細かなケアが可能と
なる。例えば以下に示す項目について監視することがで
きる。
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①インキュベータ内温度・湿度
②インキュベータ内酸素濃度
③インキュベータ内二酸化炭素濃度
④血中酸素濃度
⑤血中二酸化炭素濃度
⑥人工呼吸器動作状況
⑦点滴速度
特に、無呼吸などの体調異常が発生した場合には、血中
酸素濃度にいち早く変化が現れる。上記した生体監視項
目に、これらの監視項目を追加することにより、迅速に
しかも細やかで正確な生体監視が可能となる。さらに、
手動のイベントマーカ機能を付加することができる。こ
のイベントマーカはモニタリングしているデータと同期
して記憶することにより、異常時の状況判断や日報を記
入する手間が省ける。イベントマーカの種類は、例えば
以下の通りである。
①無呼吸発生
②その他、体調異常
③授乳
④おむつ替えなど、その他の看護
【００３８】図８にはこの発明の他の実施例を示す。こ
の実施例では一対の矩形の電極布１１２，１１３を所定
間隔だけ離して縦置きとした場合を示す。また、図９に
は一対の矩形の電極布２１２，２１３を所定間隔だけ離
して横置きとした例を示す。これらの場合において、い
ずれもその具体的な構成は上記実施例のそれと同じであ
る。
【００３９】図１０にはこの発明に係る無拘束型生命監
視装置でのＮＩＣＵなどでの使用した場合の構成を示
す。ＮＩＣＵでの各インキュベータに対してそれぞれこ
の装置を設備し、その計測結果を集中管理するか、ナー
スステーションで監視する。警報はナースステーション
などで発する。図１１は、この装置を家庭で使用する場
合の例を示す。家庭の乳幼児のベッドにこの装置を設備
し、無線または有線で別の場所に警報を報知する構成で
ある。また、警報を携帯電話に対して発することもでき
る。
【００４０】
【発明の効果】この発明ではベッドのシーツの一部がセ
ンサーとなるため、乳幼児の体型にフィットできる。さ
らに、プローブ等を必要としないため、乳幼児の就寝を
妨げることはない。また、監視装置では生体の発する生
体電気、体温やその他の機器の情報等を常時監視するこ
とにより、生体の情報を総合的にしかも連続して把握、
監視することが可能になる。本装置では心拍数、呼吸
数、体温などの客観的な情報を常時計測することが可能
である。これにより、ＮＩＣＵでの超未熟児の監視も可
能になる。とりわけ皮膚が脆弱な低出生体重児・極低出
生体重児・超低出生体重児の生体監視には非常に有効な
手段となる。この装置を用いれば、乳幼児の体調不良に*
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*よる低体温症などの早期発見につながる。さらに、新生
児室やＮＩＣＵなどで、本装置を複数個同時に監視する
ことにより、ナースステーションもしくは専用監視室や
外部の監視センターなどにおける集中監視も可能とな
り、監視作業の大幅な軽減につながる。一般家庭用とし
ては、心拍、呼吸、体温などから必要に応じて計測機能
を選択することにより、安価な計測器として実現でき
る。しかも、リモート機能を用いることにより、家庭内
において別室等で家事等をしている母親へ即座に通報す
ることも可能となる。さらには、携帯電話等の遠隔通信
機器を用いることにより、遠隔地にいる保護者へ通報し
たり、乳幼児の心拍や呼吸などをメールにて通知するこ
とも可能になり、保護者へはこの上ない安心を与える。
さらに、本装置は、医薬品開発における動物実験時での
心電図等の生体情報の管理や、動物病院での手術におけ
る生体監視に有効な手段を与える。また、電極を粘着シ
ールなどの固定手段を用いて電極を固定する必要がなく
なる。このため、ＮＩＣＵなどに入院している、皮膚の
脆弱な低出生体重児においては、皮膚に損傷を引き起こ
すことなく常時監視を行うことが可能になる。さらに、
身体への配線も不要になるため乳幼児（新生児）の眠り
を妨げることもなくなる。
【図面の簡単な説明】
【図１】請求項１に記載の発明に係る無拘束型生命監視
装置を示すブロック図である。
【図２】請求項２に記載の発明に係る無拘束型生命監視
装置を示すブロック図である。
【図３】請求項３に記載の発明に係る無拘束型生命監視
装置を示すブロック図である。
【図４】この発明の一実施例に係る無拘束型生命監視装
置の概略構成を示す模式図である。
【図５】この発明の一実施例に係る無拘束型生命監視装
置の生体アンプ部の概略構成を示す回路図である。
【図６】この発明の一実施例に係る無拘束型生命監視装
置の生体アンプ部の概略構成を示すブロック図である。
【図７】この発明の一実施例に係る無拘束型生命監視装
置で測定した生体の心電図である。
【図８】この発明の他の実施例に係る無拘束型生命監視
装置の概略構成を示す模式図である。
【図９】この発明の他の実施例に係る無拘束型生命監視
装置の概略構成を示す模式図である。
【図１０】この発明に係る無拘束型生命監視装置をＮＩ
ＣＵに接続する場合の概略構成を示す模式図である。
【図１１】この発明に係る無拘束型生命監視装置を家庭
で使用する場合の概略構成を示す模式図である。
【符号の説明】
１１  シーツ（平面状部材）、
１２，１３  電極布（計測手段）、
１４  熱電対（体温計測手段）、
１５  生体アンプ（判定手段）、
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１６  状態監視部（判定手段、報知手段）。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図１０】
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要解决的问题：提供一种能够在不受约束的状态下测量极低出生体重婴
儿的生物特征信息的设备。 提供一种可以实时监测婴儿状况并拨打紧急
电话的设备。 解决方案：将婴儿放在一块导电纤维上，抑制婴儿随时间
推移产生的电或电势的移动，并测量体温。 根据检测结果计算心率和呼
吸率。 根据这些心率，呼吸频率和体温，确定婴儿是否处于异常的生命
维持状态。 在这种异常状态下，会通知NICU​​等。 另外，还将测量身体
的运动并将其用作判断材料。 由于待测电极具有二维分布，因此即使婴
儿移动也能可靠地进行测量。


